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都
留
市
広
報
二
月
号
に
て
男
女
共
同
参
画
推
進
委
貝
の
公
募
の
知
ら
せ
を
見
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会

に
つ
い
て
常
日
頃
よ
り
思
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
機
会
に
活
か
そ
う
と
思
い
委
員
と
な
り
ま
し
た
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
古
代
よ
り
男
尊
女
卑
の
風
習
が
強
く
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
一
般
に
当
然
の
こ

と
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦
も
終
戦
を
迎
え
、
我
が
国
は
連
合
軍
の
進
駐
に
よ
り
、

大
変
革
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
。
男
女
同
権
、
そ
れ
に
婦
人
参
政
権
な
ど
が
怒
涛
の
ご
と
く
覆
い
か
か
っ
て

き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

五
里
霧
中
、
右
往
左
往
の
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
国
会
を
始
め
都
道
府
県
会
、
市
町
村
会
な
ど
多
数
の

婦
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
に
立
候
補
し
、
多
数
の
議
員
が
誕
生
し
、
男
性
ば
か
り
の
議
会
に
明
る
さ
を
呼

び
戻
す
好
印
象
を
与
え
ま
し
た
。

婦
人
参
政
権
や
育
児
・
介
護
休
業
法
な
ど
法
律
や
制
度

の
面
に
お
い
て
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
が
実
現
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
少
子
高
齢
化
の

進
展
、
国
内
経
済
活
動
の
成
熟
化
な
ど
我
が
国
の
社
会
経

済
情
勢
も
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
男
女
同

権
と
社
会
経
済
情
勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し
て
い
く
う

え
で
、
男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
っ
つ
責
任

も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と

能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画

社
会
の
実
現
は
、
緊
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
国
に
お
い
て
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

を
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
を
決
定
す
る
最
重
要
課
題

と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実

現
に
向
か
っ
て
、
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会
も
平
成
十

二
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
市
条
例
の
制
定
や
男
女
共
同

参
画
都
市
宣
言
な
ど
全
国
で
も
有
数
で
活
発
な
活
動
を
展

開
し
て
き
ま
し
た
。

私
ご
と
な
が
ら
、
県
広
報
で
男
女
共
同
参
画
社
会
を
推

進
す
る
た
め
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
募
集
を
知
り
、
男

女
共
同
参
画
に
関
係
す
る
委
員
と
し
て
良
い
機
会
と
思
い

投
稿
を
決
意
し
ま
し
た
。
抽
象
的
題
材
を
ど
う
切
り
出
す

か
大
変
苦
心
し
ま
し
た
が
、
男
女
間
の
共
同
参
画
は
、
学

校
、
地
域
社
会
は
も
と
よ
り
、
ま
ず
は
家
庭
で
あ
り
、
次

は
職
場
で
あ
る
と
思
い
、
次
の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【
参
考
1
】
　
　
　
∴
地
方
議
員
に
占
め
る
女
性
、

平
成
十
二
年
末
時
点
に
お
け
る
全
国
の
地
方
議
員
の
う
ち
女
性
は
、
前
年
よ
り
一

六
五
人
増
え
、
四
．
一
四
ヒ
人
お
り
、
全
体
の
六
・
七
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
四
．
一
七
四
人
の
内
訳
と
し
て
は
、
都
道
府
県
議
が
一
六
三
人
、
市
区
町
村

議
が
二
．
九
八
四
人
。
ま
た
、
女
性
知
事
は
三
人
、
市
長
は
三
人
、
町
村
長
は
四
人

い
ま
す
。

【
参
考
2
】
　
　
　
∵
男
女
共
同
参
画
社
会
と
は

男
女
が
、
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政

治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
共
に

責
任
を
担
う
べ
き
社
会
を
い
い
ま
す
。

三
日
児
・
介
護
休
業
法
改
正
－

子
ど
も
の
春
霞
に
休
暇
制
度
　
　
残
業
制
限
は
男
女
と
も
導
入

育
児
休
業
法
が
ス
タ
ー
ト
し
て
十
年
。
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
育
児
・
介
護
休
業
法

が
、
こ
の
四
月
か
ら
全
面
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
新
た
に
看
護
休
暇
制
度
が
創
設
さ
れ

る
な
ど
、
少
子
化
が
進
む
中
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
の
負
担
を
軽
く
す
る
法
律
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
育
児
・
介
護
休
業
法
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
。

今
回
は
、
改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
を
掲
載
し
ま
す
。

「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

三
家
庭
で
　
職
場
で
　
男
女
で
築
く
ユ
ー
ト
ピ
ア

先
日
、
入
賞
一
席
の
通
知
を
受
け
、
六
月
七
日
、
県
民
文
化
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
山
梨
県
男
女
共

同
参
画
推
進
県
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
励
み
に
よ
り
一
層
こ
れ
か
ら
も
男
女
共
同

参
画
問
題
に
取
り
組
み
、
明
る
い
、
住
み
良
い
都
留
市
を
目
指
し
て
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
願
う
こ
と
し

き
り
で
あ
り
ま
す
。


